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　景観法とは、わが国初の景観に関する総合的な
法律で、景観形成のための行為規制や支援の仕組
みを備えるものです。景観計画は景観行政団体が
その考え方を示し、区域を定めて一定の行為に対
して景観形成上の基準を設けていくものです。そ
の区域とは、景観計画区域と景観地区になります。
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　�建築物の建築などに対する届け出・勧告を基
　　本とする緩やかな規制誘導を行います。
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　�都市計画の手法を活用して、より積極的に良
　　好な景観の形成を図る地区を指定します。
　�建築物や工作物のデザイン・色彩、高さ、敷
　　地面積などを総合的に規制します。
※建築物・工作物のデザイン・色彩の制限は、「周
　辺との調和」に関する判断が必要なことから、
　市町村長が一定の裁量の幅をもって判断するこ
　とができる「認定制度」です。
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規　模　な　ど区　分

10㎡以上の建物を建築する場合や、建築物の外観を10
㎡以上変更する場合

建築物

高さが1.5ｍを超える擁壁、柵、塀などを建てる場合工作物

設置には届け出が必要。（建物との一体的な設置が条件
で、野立ては禁止）

自動販売機

高さが５ｍを超える木竹を伐採する場合や、面積300
㎡を超えて伐採する場合

木竹の伐採

面積300㎡を超えて造成する場合土地の造成

　平成17年１月に施行した「平泉の自然と歴史を
生かしたまちづくり景観条例」については、18年
末までに160件の届け出があり、町ではそれぞれに
ついて協議を重ねてきました。届け出された内容
については、景観育成基準との適合を検討し、適
合しないものについては指導を行っています。特
に�安らぎがあり落ち着いた町を目指す和風の意
匠に配慮した建築�緑化面積の確保―などの指導
を行っています。
　届け出が必要な行為の主な例は右表の通りで
す。詳しくは建設水道課へお問い合わせください。
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平
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平
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り
良
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の
に
し
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い
く
た
め

に
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
に

よ
る
協
力
が
大
事
で
す
。

景
観
を
話
し
合
う
場
に
積

極
的
に
参
加
し
、
ど
の
よ

う
な
外
観
の
建
物
が
平
泉

に
ふ
さ
わ
し
い
の
か
な
ど

に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
す

こ
と
が
、
よ
り
良
い
景
観

町景観まちづくり
会議ワーキンググ
ループ委員長
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　景観計画を検討するために
３つの委員会が設置されてい
ます。連携し合いながら、よ
り良い景観計画の策定に向け
て協議を重ねています。
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����住民主体で、街並み整備や屋外広告物規制
　　　　も含めたまちづくり全体を検討します。
����千葉和夫（13区）
����設計専門家や国、県、住民など
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��������（委員16人）

����景観計画の総合的検討を行います。
����篠原修（政策研究大学院大学教授）
����学識経験者、国、県、住民

��������（委員16人）

����景観重要公共施設などのデザインを検討し
　　　　ます。
����平野勝也（東北大学大学院講師）
����設計専門家や国、県、住民など

��������	
��（委員16人）

　町では、現行の景観条例を見直した景観計画を策定、
運用していくことで、課題の解決につなげ、平泉らし
い景観形成の実現を目指していきます。景観計画に盛
り込む主な内容として、次のことを検討しています。
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　町中心部や主要地方道平泉厳美渓線沿いは、景観地
区や準景観地区とし、「認定制度」によって規制誘導
を強化します。高さ、規模、色彩など数値化できるも
のは、その数値を基準とします。
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　和風の安らぎある景観、在来工法など、目指すべき

景観、奨励する仕様などを明記します。
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　住民アンケートなどによって重要な眺望景観を選定
し、具体的規制誘導基準を作成します。
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　景観賞など、見本となるべき優秀な建築物の表彰制
度を確立し、意識啓発を推進します。サインや道路付
属物、自動販売機などには統一性を持たせます。
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�������建設水道課　�46-5569

　町景観まちづくり会議ワーキン
ググループのアンケート調査（下
表）や町景観形成審議会での意見、
現行景観条例の施行状況から、町
全体の景観課題は�安らぎが感じ
られるよう、建築物（和風）の統
一性を図り、無秩序な看板、自動
販売機などの設置状況を改善する
必要がある�眺望を阻害する鉄塔
などを移設し、宅地、事業所周辺
などには植樹する必要がある―な
どであることが分かります。
　地域ごとの主な課題は右図の通
りです。町では景観計画を策定し、
景観形成基準を定めることによ
り、課題の解決を図っていきます。
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改　善　方　法　の　例項　　目
建物外観の修景・統一を図る。中尊寺通りの景観

新しい基準を検討する。
国に国道沿いの花壇などへの植栽を要望する。

一関市境付近の準工業地域の建物、看板

周辺の植樹を行う。旧４号やバイパス沿いの工場や資材置き場
植樹を行うなどして視線をそらす。改築時に指導する。主要地方道平泉厳美渓線沿いの洋風の家々
移設、撤去、または小屋内への設置を行う。道路沿いの精米施設、ジュース・ビデオなどの自動販売機
移設する。金鶏山麓の鉄塔

達谷窟達谷窟

毛越寺毛越寺

中尊寺中尊寺

金鶏山金鶏山 柳之御所遺跡柳之御所遺跡
無量光院跡無量光院跡

　主要地方道平泉厳美渓線は、市街地
と達谷窟を結ぶ重要な路線であり、近
年沿道の農村景観が壊れつつある。
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　沿道の商業施設の建物や看板が、平泉の
南玄関としての景観を阻害している。
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　束稲山とその前景に広がる田園や農村
風景がまとまりのある景観形成が必要。
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　長者ケ原廃寺跡と白鳥舘周辺と平泉
町の景観の連続性が必要。
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